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町

字
金
屎
三
五
の
九

○

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生

活
介
護
施
設

光
養
園

〃

〃

社
会
福
祉
法

人
楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

介
護
予
防

訪
問
介
護

三
沢
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

三
沢
市
大
字
三
沢

字
園
沢
一
五
六
の

八

��

･

�･

��

十
和
田
市

十
和
田
市
西
十
二

番
町
六
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

十
和
田
市
十

和
田
湖
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
中
平
六
一
の

八

��

･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

光
養
会

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
金
屎
三
五
の
九

○

居
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
光
養
園

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
金
屎
三
五
の
九

○

平
成

��･

�･

�

社
団
法
人
十
和

田
労
働
福
祉
会

館

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

��･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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五
所
川
原
市

五
所
川
原
市
字
岩

木
町
一
二

五
所
川
原
市
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ

ー

五
所
川
原
市
字
布

屋
町
四
一

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

楽
晴
会

三
沢
市
大
町
二
丁

目
六
の
二
七

青
空
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

三
沢
市
栄
町
三
丁

目
一
二
五
の
一

��･

�･

��

名

称

所

在

地

施
設
の
種
類

指

定

年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
光
葉
園

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
金
屎
三
五

の
九
○

介
護
老
人
福
祉
施
設

平
成

��･

�･

�

居

宅

介

護

事

業

者

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
わ

か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

平
成

��

･

�･

�

〃

〃

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

〃

〃

三
八
五
交
通

株
式
会
社

八
戸
市
城
下
四
丁

目
一
九
の
一
五

訪
問
介
護

三
八
五
交
通

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

八
戸
市
城
下
四
丁

目
一
九
の
一
五

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
み
ろ
く
会

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
浜
崖
一
三
の

二

通
所
介
護

光
葉
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
に
こ

に
こ
ク
ラ
ブ

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
金
屎
三
五
の
九

〇

��

･

�･

�

〃

〃

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生

活
介
護
施
設

光
葉
園

〃

〃

社
会
福
祉
法

人
も
み
じ
会

上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
権
現

沢
五
四
の
七
六
七

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
に
こ
に
こ

プ
ラ
ザ
六
戸

上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
権
現

沢
五
四
の
七
六
七

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
宏
仁
会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

夜
越
山

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
浜
子
字
堀
替

七
七
の
三

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
寿
栄
会

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
夏
秋
四

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

寿
楽
荘
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
夏
秋
四

�	

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
水
鏡
会

三
戸
郡
南
部
町
大

字
苫
米
地
字
蒼
前

一
一
の
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
ひ
だ
ま
り

の
里

三
戸
郡
南
部
町
大

字
埖
渡
字
舘
二
の

七

��

･

�･

�

田
子
町

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
天
神
堂

平
八
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

田
子
町
国
民

健
康
保
険
町

立
田
子
診
療

所

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
前
田
二

の
一
七

��

･

�･

�

〃

〃

訪
問
看
護

〃

〃

〃

〃

〃

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃
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平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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介

護

予

防

事

業

者

介

護

予

防

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
済

生
堂

五
所
川
原
市
字
新

町
四
一

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

増
田
病
院

五
所
川
原
市
字
新

町
四
一

平
成

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

医
療
法
人
柏

陵
会

八
戸
市
柏
崎
五
丁

目
五
の
一
七

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

あ
ら
い
整
形

外
科
デ
イ
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
柏
崎
五
丁

目
五
の
一
七

〃

株
式
会
社
わ

か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

わ
か
ば

〃

〃

三
八
五
交
通

株
式
会
社

八
戸
市
城
下
四
丁

目
一
九
の
一
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

三
八
五
交
通

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

八
戸
市
城
下
四
丁

目
一
九
の
一
五

��
･

�･

��

山
本

晃

弘
前
市
大
字
北
川

端
町
一

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

石
戸
谷
皮
膚

科
泌
尿
器
科

医
院

弘
前
市
大
字
北
川

端
町
一

��

･

�･
�

社
会
福
祉
法

人
み
ろ
く
会

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
浜
崖
一
三
の

二

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所
生

活
介
護
施
設

光
葉
園

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
金
屎
三
五
の
九

〇

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

光
葉
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
に
こ

に
こ
ク
ラ
ブ

〃

〃

社
会
福
祉
法

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
長
平
町
字

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

老
人
保
健
施

設
な
が
だ
い

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
長
平
町
字

��

･

�･

�

人
音
羽
会

甲
音
羽
山
六
五
の

四
一
二

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

荘

甲
音
羽
山
六
五
の

四
一
二

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

社
会
福
祉
法

人
宏
仁
会

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
小
湊
字
薬
師

堂
六
三
の
二
三

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

夜
越
山

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
浜
子
字
堀
替

七
七
の
三

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
弘
前
市
社

会
福
祉
協
議

会

弘
前
市
大
字
宮
園

二
丁
目
八
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法

人
弘
前
市
社

会
福
祉
協
議

会

弘
前
市
大
字
富
野

町
一
の
七
九

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
三
笠
苑

弘
前
市
大
字
堀
越

字
柳
元
二
九
三
の

一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

三
笠

平
川
市
館
田
西
和

田
二
〇
〇

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

三
笠
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

平
川
市
館
田
中
前

田
三
一
五

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

三
笠
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

平
川
市
館
田
西
和

田
二
〇
〇

〃

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

碇
ヶ
関

平
川
市
碇
ヶ
関
鯨

森
九
〇
の
一

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

石
川
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
堀
越

字
柳
元
二
九
三

〃

社
会
福
祉
法

人
寿
栄
会

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
夏
秋
四

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

石
堂
さ
く
ら

通
り
ロ
ジ
ェ

八
戸
市
石
堂
二
丁

目
二
九
の
七

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

寿
楽
荘
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
夏
秋
四

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

寿
楽
荘
訪
問

入
浴

〃

〃
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青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

寿
楽
荘
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

寿
楽
荘
シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

石
堂
さ
く
ら

通
り
ル
エ

八
戸
市
石
堂
二
丁

目
二
九
の
七

〃

社
会
福
祉
法

人
同
伸
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

瑞
光
園

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

通
所
介
護

杏
の
里
白
銀

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
白
銀
二
丁

目
一
の
二
〇

��

･

�･

�

〃

〃

〃

瑞
光
園
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
二
の

一

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

瑞
光
園
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー
シ
ョ

ン

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
五
の

三

〃

社
会
福
祉
法

人
八
戸
市
社

会
福
祉
協
議

会

八
戸
市
根
城
八
丁

目
八
の
一
五
五

介
護
予
防

通
所
介
護

八
戸
市
社
協

通
所
介
護
事

業
所

八
戸
市
南
郷
区
大

字
島
守
字
阿
庄
内

一
五
の
二

��

･

�･

�

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
介
護

八
戸
市
社
協

訪
問
介
護
事

業
所

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

八
戸
市
社
協

訪
問
入
浴
介

護
事
業
所

〃

〃

田
子
町

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
天
神
堂

平
八
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

田
子
町
国
民

健
康
保
険
町

立
田
子
診
療

所

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
前
田
二

の
一
七

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
看
護

〃

〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
わ
か

ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
わ
か
ば

十
和
田
市
西
二
十

二
番
町
二
の
二
一

平
成

��･

�･

�

社
会
福
祉
法
人

み
ろ
く
会

八
戸
市
大
字
白
銀

町
字
浜
崖
一
三
の

二

居
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
光
葉
園

八
戸
市
大
字
鮫
町

字
金
屎
三
五
の
九

〇

��･

�･

�

社
会
福
祉
法
人

三
恵
会

む
つ
市
大
畑
町
大

赤
川
二
九
の
四

延
寿
園
介
護
相
談

セ
ン
タ
ー

む
つ
市
大
畑
町
大

赤
川
二
九
の
四

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年７月17日 火曜日 第2806号7

変
更
前

弘
前
市
大
字

中
野
四
丁
目

六
の
九

弘
前
市
大
字
中

野
四
丁
目
六
の

九

変
更
後

特
定
非
営

利
活
動
法

人
ケ
ア
リ

バ
イ
ブ

弘
前
市
大
字

青
山
二
丁
目

二
の
六

訪
問
介
護
、

訪
問
入
浴

介
護

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ケ

ア
リ
バ
イ
ブ

弘
前
市
大
字
青

山
二
丁
目
二
の

六

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
中
央
一

丁
目
一
の
一

九

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
一
丁
目

一
の
一
九

変
更
後

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
か
が

や
き

弘
前
市
大
字

野
田
一
丁
目

四
の
一
六

訪
問
介
護

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野

田
一
丁
目
四
の

一
六

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

小
比
内
一
丁

目
八
の
六

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
八

の
六

変
更
後

有
限
会
社

ハ
ー
ベ
ス

ト

弘
前
市
大
字

小
比
内
一
丁

目
一
の
七

〃

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

み
の
り

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
一

の
七

��

･

�･

��

変
更
前

八
戸
市
大
字
白

銀
町
字
右
岩
渕

通
二
○
の
一

変
更
後

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区

六
本
木
六
丁

目
一
〇
の
一

六
本
木
ヒ
ル

ズ
森
タ
ワ
ー

訪
問
介
護
、

訪
問
入
浴

介
護

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
八
戸

ケ
ア
セ
ン
タ

ー

八
戸
市
類
家
四

丁
目
八
の
一

��

･

�･

�

変
更
前

有
限
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

上
町
二
五
の

二

変
更
後

株
式
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

中
川
字
富
田

一
○
の
二

訪
問
介
護
、

福
祉
用
具

貸
与

介
護
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

��･
�･

��

変
更
前

有
限
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

上
町
二
五
の

二

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢

ゆ
う
じ
ょ

う｣

変
更
後

株
式
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

中
川
字
富
田

一
○
の
二

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
東

野
添
字
長
坂
道

北
一
五
二
の
七

〃

変
更
前

有
限
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

上
町
二
五
の

二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

黒
石
市
大
字
東

野
添
字
長
坂
道

北
一
五
二
の
一

〃

変
更
後

株
式
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

中
川
字
富
田

一
○
の
二

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
東

野
添
字
長
坂
道

北
一
五
二
の
七

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

中
野
四
丁
目

六
の
九

弘
前
市
大
字
中

野
四
丁
目
六
の

九

変
更
後

特
定
非
営

利
活
動
法

人
ケ
ア
リ

バ
イ
ブ

弘
前
市
大
字

青
山
二
丁
目

二
の
六

介
護
予
防

訪
問
介
護

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ケ

ア
リ
バ
イ
ブ

弘
前
市
大
字
青

山
二
丁
目
二
の

六

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
市
大
字

城
東
中
央
一

丁
目
一
の
一

九

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
一
丁
目

一
の
一
九

変
更
後

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ポ

ー
ト
か
が

や
き

弘
前
市
大
字

野
田
一
丁
目

四
の
一
六

〃

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野

田
一
丁
目
四
の

一
六

��

･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
大
字
白

銀
町
字
右
岩
渕

通
二
○
の
一

変
更
後

株
式
会
社

コ
ム
ス
ン

東
京
都
港
区

六
本
木
六
丁

目
一
〇
の
一

六
本
木
ヒ
ル

ズ
森
タ
ワ
ー

介
護
予
防

訪
問
介
護
、

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
八
戸

ケ
ア
セ
ン
タ

ー

八
戸
市
類
家
四

丁
目
八
の
一

��

･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を

変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
名
称
及
び
所
在
地
を

変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年７月17日 火曜日 第2806号 8

変
更
前

有
限
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

上
町
二
五
の

二

変
更
後

株
式
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

中
川
字
富
田

一
○
の
二

介
護
予
防

訪
問
介
護
、

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

��･

�･

��

変
更
前

有
限
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

上
町
二
五
の

二

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

｢

ゆ
う
じ
ょ

う｣

変
更
後

株
式
会
社

友
情

黒
石
市
大
字

中
川
字
富
田

一
○
の
二

介
護
予
防

通
所
介
護
、

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
東

野
添
字
長
坂
道

北
一
五
二
の
七

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
一
丁
目

一
の
一
九

弘
前
市
大
字
城

東
中
央
一
丁
目

一
の
一
九

変
更
後

有
限
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
か
が

や
き

弘
前
市
大
字
野

田
一
丁
目
四
の

一
六

有
限
会
社
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

か
が
や
き

弘
前
市
大
字
野

田
一
丁
目
四
の

一
六

平
成

��･

�･

�

変
更
前

八
戸
市
大
字
白

銀
町
字
右
岩
渕

通
二
○
の
一

変
更
後

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

東
京
都
港
区
六

本
木
六
丁
目
一

○
の
一

六
本

木
ヒ
ル
ズ
森
タ

ワ
ー

株
式
会
社
コ

ム
ス
ン
八
戸

ケ
ア
セ
ン
タ

ー

八
戸
市
類
家
四

��･

�･

�

丁
目
八
の
一

変
更
前

有
限
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
上

町
二
五
の
二

変
更
後

株
式
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

ケ
ア
プ
ラ
ン

｢

ゆ
う
じ
ょ

う｣

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

��･

�･

��

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

有
限
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
上

町
二
五
の
二

変
更
後

株
式
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

介
護
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

平
成

��･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
造
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
九
年
七
月
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
工
者
の
名
称

つ
が
る
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

木
造
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

つ
が
る
市
公
共
下
水
道

(

木
造
処
理
区)

)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
十
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
一

号)

の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
百
八
十
一

号)

の
事
業
地
に
、
つ
が
る
市
木
造
芦
沼
雲
雀
野
、
木
造
芦
沼
千
代
島
、
木
造
芦
沼
鶴
島
、
木

造
芦
沼
前
沼
、
木
造
芦
沼
玉
椿
及
び
木
造
芦
沼
椿
野
の
一
部
を
加
え
、
つ
が
る
市
木
造
成
田
、

木
造
赤
根
、
木
造
浮
巣
、
木
造
藤
田
及
び
木
造
朝
日
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
北
企
画

二

代
表
者
の
氏
名

安
田

勝
位

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
幸
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
六
一
九
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
十
九
日
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特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
者

特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

有
限
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
上

町
二
五
の
二

変
更
後

株
式
会
社
友
情

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

介
護
サ
ー
ビ

ス

｢

ゆ
う
じ

ょ
う｣

黒
石
市
大
字
中

川
字
富
田
一
○

の
二

平
成

��･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

再

開

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

フ
ァ
ミ
リ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
字

姥
堤
三
四
の
一

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ハ
ピ
ネ
ス
は
ち

の
へ

八
戸
市
大
字
新
荒

町
一
二
の
一
二

平
成

��･
�･
�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

カ
ナ
デ
ィ
ア
ン
ホ
ー
ム
ズ
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

櫻
庭

仁
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
一
本
木
沢
一
一
三
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
五
九
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
四
月
三
〇
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

創
和
産
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

杉
本

勝
俊

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
元
町
西
二
丁
目
一
二
の
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
五
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
七
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
大
工
、
左
官
、
と
び
・
土
工
、
石
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、

鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
板
金
、
ガ
ラ
ス
、
塗
装
、
防
水
、
内
装
仕
上
、
熱
絶
縁
、
建
具
、
水
道
施
設

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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